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非開示理由等 所管局部課等

1 H31.4.17 R1.5.17

防潮扉に書かれたバンクシー
とされる絵に関して内外情勢
調整会でのバンクシーの絵に
関しての発言予定稿及び発言
内容がわかる文書
（１）講演概要
（２）講演原稿
（３）スライド

4 1
政策企画局政
策調整部政策
調整課

2 H31.3.29 R1.5.28
代々木公園に予定されてい
るサッカースタジアムに関
する文書

1 1 1

・東京都情報公開条例第７条第３号
本資料のうち第三者から受領した資料は、第三者が、内部的な検討を目的とし
て、外部の者に作成させた資料である。この資料は、作成において公にするた
めの権利処理が行われていないうえ、作成者の技術的な素材が含まれているた
め、公にすることで模倣される可能性がある。このことから、資料を公にした
場合、資料を作成した作成者の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため
非開示とする。
・東京都情報公開条例第７条第６号
本資料は、東京都と第三者との信頼関係に基づき、第三者が東京都へ提案した
資料及びその資料を基に東京都が内容を整理した資料である。このことから、
本資料を、第三者の意に反して公にした場合、本件の第三者と東京都との信頼
関係が損なわれ、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、非開示
とする。さらに、第三者の意に反して資料を公にした場合、他の第三者からの
信頼も損なわれ、今後、他の第三者からの事前相談も行われなくなるなど、他
の事業の適正な遂行にも支障を及ぼすおそれがあることから非開示とする。

政策企画局政
策調整部政策
調整課
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